
《介護老人福祉施設入所者生活介護》

①基本サービス費
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

日額 589 659 732 802 871

月額（30日） 17,670 19,770 21,960 24,060 26,130

②-1.全員に算定する加算
加算名 日額 月額（30日）

日常生活継続支援加算 36 1,080
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ 12 360
個別機能訓練加算Ⅰ 12 360
個別機能訓練加算Ⅱ 20
口腔衛生管理加算Ⅱ 110

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50
ADL維持等加算Ⅰ 30

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10
2,020

②-2.全員に算定する加算
加算名

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

③個別に算定する加算
加算名 日額 月額

外泊時加算 246 1,476
初期加算 30 900

療養食加算 18 540
安全対策体制加算 20

※1単位10円で計算
※上記金額は、負担割合1割で計算しています。

④保険外の費用（1日あたり）
基準費用
第4段階 第3段階-2 第3段階-1 第2段階 第1段階

食費 1,445 1,360 650 390 300
居住費（多床室） 915 430 430 430 0

保険外の費用1ヶ月（30日）の合計 70,800 53,700 32,400 24,600 9,000

ⅠをLIFEに提供し、フィードバック情報を活用する

入所初日に限り1回算定

日常的な口腔ケアの計画をLIFEに提出し実施活用する

科学的裏付けに基づいた介護の実施とフィードバック

生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善とデータ提供

利用者のADL値を測定し維持改善することへの評価
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算定要件

看護職員を基準以上配置

個別計画による機能訓練の実施

重度の利用者の受入と介護福祉士の手厚い配置

所得段階による軽減措置

所定単位数の14.0％

医師の指示による特別食（1日に6単位・3回まで）

算定する自己負担の合計

算定要件内容
介護職員への処遇改善の取り組み等を実施

算定要件
外泊・入院時に1月に6日を限度として算定

新規入所・入院後再入所時に30日間算定


